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第１章 一般仕様書 

第１節 総  則 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、山武郡市環境衛生組合（以下「組合」という）が委託により

実施する「山武郡市環境衛生組合新ごみ処理施設整備事業における生活環境

影響調査業務委託（債務負担行為）」に適用する。 

 

２ 業務の目的 

本業務は、組合が計画している一般廃棄物焼却施設及びリサイクル施設整

備に当たり、本事業が周辺の生活環境に及ぼす影響についての調査、予測及

び分析を、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃棄物処理法」

という）に基づき実施し、必要な環境保全措置を検討することにより周辺地

域における生活環境の保全への配慮がなされていることを目指すものであ

る。 

なお、生活環境調査は、廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成 18

年 9 月 環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策本部）に従うものとす

る。 

 

３ 業務の名称 

山武郡市環境衛生組合新ごみ処理施設整備事業における生活環境影響調

査業務委託（債務負担行為） 

 

４ 業務対象区域 

   建設予定地及び周辺地域 

 

５ 業務内容 

特記仕様書のとおり 

 

６ 業務期間 



契約締結日の翌日から令和５年１０月１日 

 

７ 成果品 

本業務の成果品は、次のとおりとする。 

(1) 生活環境影響調査書（本編・資料編）         20 部 

(2) 生活環境影響調査書(概要版)            100 部 

(3) その他資料                    一式 

(4) 上記電子媒体                   一式 

ア Microsoft 社製 Office ソフトで作成されたファイル 

イ 全ページの PDF ファイル 

ウ 図面ファイル(DXF、SFC、P21 等の CAD ファイル形式) 

エ 表及び図のファイル 

(Microsoft 社製の Word または Excel で作成されたファイル)  

 

第２節 一般事項 

１ 適用範囲 

(1) 本仕様書は、「山武郡市環境衛生組合新ごみ処理施設整備事業における 

生活環境影響調査業務」の適正を期するために必要な事項を定めたもので

ある。 

(2) 本業務は、仕様書及び組合の担当者の指示に基づき履行するものとす

る。 

(3) 本業務の着手に際しては、疑義が生じないように組合の担当者と十分

な協議を行ったうえで着手するものとする。 

(4) 本業務の仕様書及び履行上疑義が生じた場合は、組合の担当者と協議

のうえ取り決めるものとする。 

(5) 本仕様書に明記されていない事項であっても業務の性質上当然必要な

ものは受注者の負担により用意することとする。 

 

２ 関係法令等の遵守 

受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令及び関係通知等で示された当



該業務に関する事項を遵守しなければならない。 

 

３ 業務の執行体制 

(1) 主任技術者、照査技術者は、生活環境影響調査業務係る技術的な知識

と十分な経験を持つものとし以下資格を有すること。 

ア 主任技術者 

技術士法に基づく技術士登録の衛生工学部門（廃棄物・資源循環また

は同等課目）の資格を取得している者 

イ 照査技術者 

技術士法に基づく技術士登録の建設部門（建設環境）、衛生工学部門

（廃棄物・資源循環または同等課目）または環境部門（環境影響評価）

の資格を取得している者 

(2) 主任技術者及び照査技術者は、過去１０年間に国又は地方公共 団体 

が発注の生活環境影響調査業務に係る基本設計策定業務を完了した実績

を有すること。 

(3) 主任技術者、照査技術者は全て元請会社と１年以上の直接的な雇用関

係にあること。 

 

４ 提出書類 

受注者は、業務の着手および完了に当たって、下記の書類を提出しなけれ

ばならない。 

(1)業務着手時 

ア 着手届 

イ 工程表 

ウ 主任技術者、照査技術者及び担当技術責任者の届 

エ 業務実施計画書（組織図及び緊急連絡先含む） 

オ その他（組合が指示するもの） 

(2)業務完了時 

ア 完了届 

イ 成果品（紙媒体及び電子データ） 



ウ その他（組合が指示するもの） 

 

５ 資料等の貸与 

(1) 業務の遂行上必要な資料の収集は、原則として受注者が行うものであ

るが、組合が所有し、業務利用できる資料はこれを貸与する。 

(2) 受注者は、貸与を受けた資料については、そのリストを作成の上、組

合に提出する。 

(3) 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、

損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

(4) 受注者は、守秘義務を求められた資料については複写してはならない。 

(5) 受注者は、貸与された資料等の必要が無くなった場合、直ちに発注者

に返却するものとする。 

 

６ 参考文献等の明記 

本業務の実施において、文献その他の資料を引用した場合は、その文献、

資料名を明記しなければならない。 

 

７ 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなけ

ればならない。 

 

８ 機密の保持 

受注者は、本業務の遂行上知り得た内容及び関係図書等について、組合の 

許可なく、第３者に漏らしたり、提供したり又は他の調査に使用してはなら

ない。 

 

９ 打合協議 

本業務着手時及び必要時に打合せを行うこととし、その他の打合せ協議に

ついては、下記のとおり。 

なお、状況によりオンラインでの会議を原則とする。 



(1) 千葉県庁担当者と組合と受注者は調査項目について協議を行う。 

(2) 山武市担当者と組合と受注者は調査項目について協議を行う。 

(3) 進捗状況の定例会議を月１回程度行う。 

(4) 成果品について中間第一次案、第二次案、第三次案、完成第一次案、

完成第二次案、完成第三次案について打合せを行う。 

 

１０ 議事録 

受託者は、会議、打合せ及び協議の都度、その結果について書面に記録し、

組合に確認を受けなければならない 

 

１１ 日程 

本業務の主な日程は次のとおりとし、別紙生活環境影響調査スケジュール

(案)に基づき、受託者との協議の上、決定する。 

 

１２ 報告の義務 

受注者は、各工程の進捗状況を組合に対し報告するものとする。組合は、

必要に応じ進捗状況に関する報告書の提出を受注者に求めることができる

ものとする。 

 

１３ 土地の立ち入り等 

受注者は、委託業務を遂行するために公有地、または私有地に立ち入る場

合は、組合との協議を行い、了承を得なければならない。 

 

１４ 関係官公庁との協議 

受注者は、業務実施にあたって関係官公庁との協議が必要な時又は協議を

求められた時は、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅延なく組合に報

告しなければならない。 

 

１５ 環境への配慮 

受注者は、本業務を行うにあたり組合が行う環境配慮の取り組みに準じ、



あらゆる面で環境負荷の低減に努めること。 

また、本業務に使用する物品や役務等についてグリーン購入の推進に沿っ

た調達等に努めること。 

 

１６ 疑義の解釈 

本業務についての疑義又は定めのない事項については、組合と受注者が協

議の上、これを定めるものとする。 

 

１７ 検査 

受注者は、完了検査を受けるものとし、検査合格をもって当該年度におけ

る業務が完了したものとする。ただし、業務完了に伴い引き渡された成果品

に記入漏れ、不備、誤り又は是正すべき事項が発見された場合は、組合の指

示に従い、受注者はただちに当該成果品についての修正を行わなければなら

ない。 

 

１８ 委託料の支払い 

組合は、検査を実施し、受注者が合格した場合は、出来高に応じて契約書

に定める各年度の支払い限度額の範囲において委託料を支払うものとする。 

 

  



第２章 特記仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) 調査事項の整理 

生活環境影響調査の実施にあたり、事業特性及び地域特性を把握し、生

活環境影響調査項目を選定し、生活環境影響調査実施計画書を策定する。 

ア 事業特性の把握 

事業特性は、事業計画に基づき以下の事項についてとりまとめる。 

(ｱ) 施設の設置者の氏名及び住所 

(ｲ) 施設の設置場所 

(ｳ) 設置する施設の種類 

(ｴ) 施設において処理する廃棄物の種類 

(ｵ) 施設の処理能力、施設の処理方式 

(ｶ) 施設の構造及び設備 

(ｷ) 公害防止対策 

(ｸ) 廃棄物運搬車両の搬出入計画 

イ 地域特性の把握 

既存資料から組合の自然環境（大気環境、水環境、周辺地形、自然環

境等）及び社会的状況（人口、周辺民家の状況、土地利用状況、主要発

生源、関係法令等）、生活環境について把握し整理する。 

ウ 生活環境影響調査項目の設定 

事業特性及び地域特性を基に抽出した生活環境影響要因に対する生

活環境影響調査項目を検討し設定する。また、項目として選定した理由、

項目として選定しなかった理由を整理する。 

なお、現段階で想定している調査項目の設定は、表－１及び表－２に

示すとおりである。 

 

 

 

 



表－１ 焼却施設の生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

 

調査事項 
生活環境影響要因 煙突排ガ

スの排出

施設排水

の排出

施設の

稼働

施設からの

悪臭の漏洩 

廃棄物運搬

車両の走行生活環境影響調査項目 

大
気
環
境 

大気質 

二酸化硫黄(SO2) ○     

二酸化窒素（NO2） ○    ○ 

浮遊粒子状物質(SPM） ○    ○ 

塩化水素（HCl） ○     

ダイオキシン類 ○     

その他必要な項目 ○     

騒音 騒音レベル   ○  ○ 

振動 振動レベル   ○  ○ 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

または臭気指数(臭気濃度) 
○   ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

または化学的酸素要求量(COD)
 ○    

浮遊物質量(SS)  ○    

ダイオキシン類  ○    

その他必要な項目  ○    

注)その他必要な項目とは、処理される廃棄物の種類、性状及び立地特性等を考

慮して、影響が予測される項目である。たとえば、大気質については、煙突排ガ

スによる重金属類などがあげられ、また、水質については全窒素（Ｔ－Ｎ）、全

リン（Ｔ－Ｐ）（Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐを含む排水を、それらの排水基準が適用される

水域に放流する場合）などがあげられる。 

（参考：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 平成 18 年 9 月 環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策本部） 

 

 

  



表－２ 破砕施設の生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

 

調査事項 
生活環境影響要因 施設排水の

排出 

施設の

稼働 

施設からの悪

臭の漏洩 

廃棄物運搬車

両の走行 生活環境影響調査項目 

大
気
環
境 

大気質 

粉じん  ○   

二酸化窒素（NO2）    ○ 

浮遊粒子状物質(SPM）    ○ 

騒音 騒音レベル  ○  ○ 

振動 振動レベル  ○  ○ 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

または臭気指数(臭気濃度) 
  ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

または化学的酸素要求量(COD)
○    

浮遊物質量(SS) ○    

その他必要な項目 ○    

注)その他必要な項目とは、処理される廃棄物の種類、性状及び立地特性等を考

慮して、影響が予測される項目である。たとえば、全窒素（Ｔ－Ｎ）、全リン（Ｔ

－Ｐ）（Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐを含む排水を、それらの排水基準が適用される水域に放

流する場合）などがあげられる。 

（参考：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 平成 18 年 9 月 環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 調査対象地域の設定 

事業特性及び地域特性を鑑み、また、現地踏査の実施により、調査対象

地域を設定する。 

 

(3) 現地調査 

建設予定地周辺の環境の現状について、現地調査によりとりまとめる。

調査方法は、調査指針に基づき実施する。 

現段階で想定している調査内容は以下に示すとおり。 

 

ア 大気質調査 

(ｱ) 煙突排ガスによる影響 

・調査項目：二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質塩化水素、 

ダイオキシン類、水銀、粉じん（降下ばいじん） 

・調査地点：３地点（建設予定地及び周辺２地点） 

・調査時期：４季（各季７日間） 

・調査方法： 

二酸化硫黄､窒素酸化物､浮遊粒子状物質､塩化水素､ダイオキシン 

類： 

「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁 告示第 25  

号）等に準拠 

粉じん（降下ばいじん）: 

デポジットゲージ、ダストジャーによる捕集方法 

水銀：「排出ガス中の水銀測定法」に準拠 

(ｲ) 地上気象の状況 

・調査項目： 

風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量、大気安定度 

・調査地点：建設予定地１地点 

・調査時期：４季（７日間） 

・調査方法： 

「地上気象観測指針」」（平成 14 年 3 月、気象庁）等に準拠 



また、近傍の地上気象官署の測定結果を収集整理する。 

イ 騒音調査 

(ｱ) 施設の稼働による調査 

・調査項目：騒音レベル（等価騒音レベル LAeq、L50、L5、L95） 

・調査地点：建設予定地敷地境界１地点 

・調査時期：平日１日間（24 時間） 

・調査方法：JIS Z 8731「騒音レベル測定方法」等に準拠 

ウ 振動調査 

(ｱ) 施設の稼働による影響 

・調査項目：振動レベル（L10、L50、L90） 

・調査地点：建設予定地敷地境界１地点、 

・調査時期：平日１日間（24 時間連続測定） 

・調査方法：JIS Z 8735「振動レベル測定方法」に準拠 

エ 悪臭調査 

・調査項目：特定悪臭物質濃度(22 物質)及び臭気指数（臭気濃度） 

・調査地点：建設予定地敷地境界２地点 

・調査時期：１季（２回） 

・調査方法： 

「特定悪臭物質の測定の方法」、「臭気指数及び臭気排出強度の算定 

の方法」に準拠 

オ 水質調査 

・調査項目： 

環境基準調査項目（人の健康の保護に関する環境基準設定項目、生活

環境の保全に関する環境基準設定項目、ダイオキシン類） 

・調査地点：近傍河川（木戸川）上流域 １地点 

・調査時期：４季 

・調査方法： 

「人の健康の保護に関する環境基準」、「生活環境の保全に関する環 

境基準（河川）」等に示す方法に準拠 

 



(4) 予測及び影響の分析 

以下に示す項目の予測及び影響の分析を実施する。 

ア 大気質 

現地調査及び事業計画に基づく推定による定性予測を実施し、影響 

が実行可能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否か

について、事業者の見解を明らかにするとともに、生活環境の保全上の

目標と予測値を対比して、その整合性を検討することにより行う。 

【影響の回避または低減に係る分析】 

適切な環境保全対策が採用されているか否かについて検討すること

等の方法により行う。 

【生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析】 

生活環境の保全上の目標は、次に示すものから選択し、分析は予測結

果と対比すること等の方法により行う。 

(ｱ) 周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼさないこと。 

(ｲ) その他の科学的知見 

イ 騒音 

数値計算による定量的な手法を中心に予測を実施し、影響が実行可 

能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否かについて、

事業者の見解を明らかにするとともに、環境基準その他の生活環境の保

全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討することにより行う。 

【影響の回避または低減に係る分析】 

適切な騒音対策が採用されているか否かについて検討すること等の

方法により行う。 

【生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析】 

生活環境の保全上の目標は、環境基準その他の生活環境の保全上の 

目標を設定し、分析は予測結果と対比すること等により行う。 

ウ 振動 

数値計算による定量的な手法を中心に予測を実施し、影響が実行可 

能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否かについて、

事業者の見解を明らかにするとともに、環境基準その他の生活環境の保



全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討することにより行う。 

【影響の回避または低減に係る分析】 

適切な振動対策が採用されているか否かについて検討すること等の

方法により行う。 

【生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析】 

生活環境の保全上の目標は、環境基準その他の生活環境の保全上の 

目標を設定し、分析は予測結果と対比すること等により行う。 

エ 悪臭 

拡散計算式による定量的な予測、または、類似事例の参照等による定

性的な予測を実施し、影響が実行可能な範囲で回避され、または低減さ

れているものであるか否かについて、事業者の見解を明らかにするとと

もに、生活環境の保全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討

することにより行う。 

【影響の回避または低減に係る分析】 

適切な悪臭防止対策が採用されているか否かについて検討すること

等の方法により行う。 

【生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析】 

生活環境の保全上の目標は、規制基準その他の生活環境の保全上の目 

標を設定し、分析は予測結果と対比すること等により行う。 

オ 水質 

完全混合式、排出負荷量の想定等適切な方法により予測を実施し、影

響が実行可能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否

かについて、事業者の見解を明らかにするとともに、環境基準その他の

生活環境の保全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討するこ

とにより行う。 

【影響の回避または低減に係る分析】 

適切な水質汚濁防止対策が採用されているか否かについて検討する

こと等により行う。 

【生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析】 

生活環境の保全上の目標は、環境基準その他の生活環境の保全上の目



標を設定し、分析は予測結果と対比すること等により行う。 

カ 環境保全措置の検討 

予測及び影響の分析結果から施設で必要となる環境保全措置につい

て検討する。 

キ 生活環境調査書の作成 

事業概要、建設予定地及び周辺環境の状況、事業実施に伴う生活環境

への影響と分析等を生活環境影響調査書として取りまとめる。 

ク その他 

生活環境影響調査作成のために必要な打合せ及び関係諸機関との協

議を行う。 

 

 

 


